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平成２６年度 第４回新城市総合計画審議会市民部会 会議録 

 
日 時： 平成２６年１２月２日（火）午後１時５０分～午後３時３０分 

場 所： 勤労青少年ホーム２階会議室 

 

１ 開会 

〇事務局 只今から、第４回総合計画審議会市民部会を始めさせていただきます。 

本日は委員長が欠席ということで、副委員長さんの方でお話をお願いしたいと思います

ので、よろしくお願いします。今日の予定としましては、前回行いました「にぎわいの創

出と交流人口対策」に関する要望や改善点など、皆様からいただいた意見を確認させてい

ただいて、その後、最後のテーマとなります、「窓口サービスの応対」について、職員とと

もに意見交換等を行いたいと思っております。 

それでは、次第に沿いまして進めさせていただきたいと思いますので、副委員長さん、

よろしくお願いいたします。 

 

２ 副委員長あいさつ 

〇副委員長 それでは議事に入りたいと思います。入る前に、本日の議事録署名人を選任し

たいと思います。名簿順で先回は齋藤さんと菅野委員さんでしたので、浅見さんと浅岡さ

んにお願いしたいと思います。 

それでは、議事に入りますが、事務局の進行のもとに前回のテーマの意見等の確認と、

その後、次のテーマ、窓口サービスの対応についての意見交換をしたいと思います。 

それでは、事務局お願いいたします。 

 

３ 議事 

（１）第３回テーマ「にぎわいの創出と交流人口対策」に関する意見調整、確認 

○事務局 ありがとうございます。それでは、次第の３（１）第３回テーマ「にぎわいの創

出と交流人口対策」に関する意見調整の確認ということで、よろしくお願いします。 

 前回、「にぎわいの創出と交流人口対策」に関するテーマにつきまして、皆様から多くの

意見をいただきまして、ありがとうございました。今日は、事前に資料をお配りさせてい

ただいています。 

 それでは、資料１ページ、２ページ、両面になっていますけれども、こちらの方を配布

させていただきました。前回の意見などをまとめさせていただいたものになっています。

主なものについて、説明をさせていただきたいと思います。 

 １ページ目をご覧ください。前回、はじめに第２回目の時の審議テーマでありました「産

業（第２次、第３次）の振興」について、追加のご意見をいただいています。それらをま

とめたものを、上２つにまとめておりますので、またのちほど修正点などございましたら、

ご意見をいただけたらと思います。 

 前回の第３回目のテーマで、「にぎわいの創出と交流人口対策」に関する質問等を掲載さ

せていただきました。前回は、観光課の職員がこの市民部会に参加させていただきまして、

事業の説明をさせていただきました。その中で、わからない部分などの補足説明等を皆さ

んからお尋ねいただきまして、それらについて、お答えをしたことなどをまとめています。

それが、１ページ目から２ページ目にかけて記述をしてございます。ご覧をいただければ

と思います。 

 今後は、審議会の答申書の内容として、皆さんからいただいた意見について事務局でま

とめていくわけですが、特に皆様方にご確認をいただければと思いますのが、２ページ目

になりますけれども、下の方です。要望とか改善点と、四角で囲ってございます。こちら

について、これまでと同様ですが、選定をしたテーマについて答申内容を事務局でまとめ

ていく時の資料にさせていただく予定です。再度ご確認をいただけたらと思います。 
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 主なご意見といたしましては、「観光課の人員を増やして広域観光をさらに推進していく

必要があるのでは」ということとか、「スポーツ観光を推進していくためには、スポーツ観

光課を立ち上げるべきである」、「一時居住、週末居住など、Ｕ・Ｊ・Ｉターンも含めて、

観光と合わせて地域おこしという組み立てが必要」という意見をいただきました。それか

ら、「おもてなしをする側の人材確保、育成が必要」という意見も、要望としていただいて

います。 

 改善点としましては「関係各課の連携が必要」というご意見や、「イベントなどのＰＲに

ついて、もっと強化、工夫をする必要がある」というご意見があったと思います。また、

「廃校の活用で観光・交流、にぎわいの創出につながるアイデアを考えるべきだ」という

ご意見もいただきました。 

 ざっと簡単ですが、前回の意見をまとめさせていただきました。もし、付け足しなどが

ございましたら、ご意見をいただけたらと思います。この内容について、近々ですが、こ

れまでのテーマも併せまして答申案を作成していく予定でございますので「こんな内容を

盛り込んだ方がいいんじゃないか」とか、「こんな意見もあったよ」とか、そういうものが

あればご意見をいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○事務局 前回の第３回のテーマでしたが、「にぎわいの創出と交流人口対策」ということで

１枚両面に意見をまとめさせていただきました。これ以外に、これについて追加の意見と

か、そのほかこんなこともあったんじゃないかというのがあれば。 

○副委員長 それで、答申の方に書いていただくのですね。 

○事務局 はい。文章として進めさせていただければと思います。 

○副委員長 今、ご説明してくださったものについて、ご意見があったらどうぞ。 

○委員 審議会で体育館の建設についてお伺いしましたが、後期計画の中でも、平成３０年

がまだ調査研究という状況だったので、もう少し先が見える形の表現で、次の総合計画に

つなげていただきたいと申し上げたつもりです。 

 やはり立派な体育館ができればプロの試合も体験できるので、確かにお金はかかります

が、環境をつくっていただくことが必要です。施設がないままでは市民としては不安に思

うので、できるだけ早く目に見える形で進めていただきたいと思うので、それらしく書い

ていただきたい。 

○副委員長 今のご意見のほかに、ありますか。 

○委員 観光にもつながりますし、プロが来てくれれば周辺市町村からもお客様が来ていた

だける。観光にも影響があり、子どもたちのスポーツに対する認識も強まるので、ぜひ、

早めにやってほしい。 

○副委員長 いいですか。計画的に庁舎建てるのは、ものすごいお金ですね。 

○委員 後期の中の計画では無理ですので、「次の計画の中には必ず」と示して、少しでも早

く進めていただきたい。このままだと研究のままです。 

○副委員長 いかがですか。 

○事務局 今すぐに、お答えできるかどうか難しい所です。そういう施設を必要かどうかと

いう、公共施設の見直しも含めて調査研究をして、必要かどうかを判断していくと思いま

す。ご要望に沿うかどうかですが、担当課と相談するご意見として伺いたいと思います。 

○副委員長 ほかに、前回のテーマ関連について、成果について追加のご意見はありますか。 

 観光課とスポーツ課を合同にするような動きが庁内であると聞きましたが、具体化して

いますか。 

○事務局 組織の見直し的な所も含めてスポーツ課と観光課が一緒になるかどうかという点

もありますが、それも含めて見直しをしているところです。 

○副委員長 スポーツ観光課を立ち上げるみたいな。 

○事務局 独立してスポーツだけを別にやるのか、スポーツ観光と合わせて観光の中にスポ

ーツ部門を入れるのか、はっきり決まっていません。何らか組織を見直しして「スポーツ

観光課」となるかどうかは別ですが、そういう考えはあります。 
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○副委員長 文化を観光のメインにしていくか、歴史をメインにしようかとか、その中でス

ポーツをメインにするかは考えていないですか。 

○事務局 たとえば「新城ラリー」とか、自転車の競技、ＤＯＳ、いわゆるスポーツを別物

という形で考えている。一般的な市民の体育など市民スポーツではない大きな新城ラリー

などを別にもっていくという検討をしています。 

○副委員長 もし、そのように検討しておられるなら、皆さんの意見もだいぶそっちの傾向

に向かっているので、「市民からも、ぜひそれをという意向だった」と書いていただければ

よい。この間の発言された方も、皆さん、新城市をスポーツで盛り上げていくのが良いと

いう意見がたくさんあった。皆さんの動きに加勢できればと思います。 

○事務局 ありがとうございます。それでは、前回のテーマでした「にぎわいの創出と交流

対策」の要望点、改善点、それから今の意見なども参考にした文章を、皆さん方に答申書

の案としてお示しさせていただきますので今後もご意見をいただけたらと思います。 

 

（２）第４回テーマ「窓口サービスの応対」に関する情報交換 

○事務局 続きまして、次第（２）第４回テーマ、最後のテーマになりますけれども、「窓口

サービスの応対」に関する情報交換です。 

 今日は資料を事前にお配りをさせていただいています。「情報交換等に関する参考資料」

というものです。「情報交換等に関する参考資料」という表紙がついておりまして、裏面が

満足度の表になっています。そちらをはじめに企画課の方で説明をさせていただきます。 

 その後、今日は市の市民サービス向上委員会から参加をしています職員から資料の説明

をさせていただきます。その後に、皆様方からご意見、ご感想をお聞かせいただくという

流れでいきたいと思います。 

 それでは、資料の表「公共サービスに対する満足度及び前回調査からの変化」という表

をご覧いただければと思います。 

 今年６月に実施させてもらいました住民アンケート調査の結果についてです。満足率、

前回の調査からの変化について、平成１９年前々回の結果から徐々に満足率が上がってき

ているのが、「Ｆ 総合」という所の２番、「窓口サービスの応対」という項目がございま

して、そちらの方が、徐々に満足率が向上をしています。 

 平成２６年度の調査では、平成１９年前々回と比べまして６ポイント上昇しています。 

 １ページをご覧ください。こちらも満足度調査の結果報告書から抜粋したものです。市

役所職員の印象で、肯定的な評価で高い項目としましては、「常に住民に対して親切な対応

と笑顔で接している」とか、「集落やコミュニティ、消防団、青年団、子ども会、ＰＴＡ等

の地域組織で活躍している」ということが挙げられていました。 

 また、前回調査で肯定的な評価が低かった項目も、満足率そのものは低いですが、前回

から 5.5ポイント上昇している項目もありまして、全体的に見れば市役所職員の印象は良

くなっているという結果でございました。 

 ２ページは細かい質問項目のグラフ等を載せてございます。 

 ３ページはアンケート調査項目で、「心に残る市役所職員の対応」という項目が設けてあ

ります。それにつきましては「思いやりや住民へのサービス性に関する意見が多くなって

いました。特にその中でも、悪い印象の部分についての記述が目立つ結果でございました。 

 ４ページは、また別のアンケート調査です。毎年行っています、新城市市政モニターア

ンケートといいます。無作為抽出 1,000人の中からご応募いただいたり、一般公募の方か

ら 100名を選出して登録をさせてもらい、登録は２年間で、その 100名の方に、年４回か

ら６回程度、アンケートを送らせていただいて回答をいただくというものです。これは毎

年、行っていますけれども、こちらの市政モニターアンケートで、継続して同じ質問を行

っています。テーマ「市職員の対応について」という質問をして、アンケートに答えてい

ただいています。 

 ４ページ目に「市職員の対応について」ということで、来庁者へのあいさつは８割以上

のモニターが、「できている」「まあまあできている」と回答をしていました。言葉づかい
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については丁寧だと感じている方が７割程度みえるという結果です。 

 ５ページ目。市職員が親切で丁寧な対応であるとか、きちんとした身だしなみができて

いるという部分については、おおむね８割以上の方ができているのではないかという回答

をしています。 

 こうしたアンケート結果、先ほどの「市民満足度調査」や「市政モニターアンケート」

の結果からは、全体的には市職員による窓口などでの応対は、現状良い意見が多いですが、

先ほどの市民満足度調査では、職員に対する悪い印象も実際は寄せられている。最高の市

民サービスの提供に向けて、今後、市役所が考慮すべき点などの、ご意見ご感想をのちほ

どいただければと思っています。 

 それでは続いて、今年、市役所の中で取り組みをはじめています、「市民サービス向上委

員会」に所属します担当職員から資料の説明をさせていただきます。それでは、自己紹介

からよろしくお願いします。 

○市民サービス向上委員会（＝向上委員会） 

 皆さん、こんにちは。今日はお邪魔しまして、市民サービス向上委員会ということで、

今年度から取り組みを始めた活動内容について、若干、説明させていただきます。 

 私は人事課の建部と申します。よろしくお願いいたします。 

○向上委員会 契約検査課の片瀬と申します。よろしくお願いいたします。 

○向上委員会 市民保険課の窓口係長、副課長兼務をさせていただいています、長屋と申し

ます。よろしくお願いします。 

○向上委員会 それでは早速、お手元の資料にもとづきまして、これまでの向上委員会の取

り組みを説明させていただきたいと思います。 

 お手元資料の６ページをご覧いただきたいと思います。本文の１行目に「市民サービス

向上委員会」というものですが、今年の６月１日に発足した組織でございます。これまで

に、全体の会議を５回開催しておりまして、委員８名となっておりますが、我々が８名の

うちの３名でございます。 

 実際には、この市民サービス向上委員会、我々が代表して８名の委員にはなっているん

ですが、現実には全ての職員が委員だという位置づけで活動しています。職員一人ひとり

の自覚を促すという意味もありまして、全ての職員がこの市民サービス向上委員会の委員

という形にしております。 

 この委員会を立ち上げることになった最大の目的は、本文の上から３行目の所に書いて

あります。「職員が一丸となって最高の市民サービスの提供を目指した取り組みを検討して

いく」。これが、委員会を立ち上げた最大の目的でございます。 

 現在、新城市では、皆さんもご承知のとおり、新庁舎の建設事業を進めていますが、こ

の新庁舎が出来た時に、単なる箱物ができたということだけでは、やはり市民の皆さんに

新庁舎そのものを価値ある存在として、なかなか認めていただけないのではないかという

ことで、やはり我々職員の一人ひとりがきちんと努力をして、新庁舎を最高の市民サービ

スを提供する拠点にしていくといった考え方が必要ではないかということで始めたもので

ございます。 

 市長も我々職員に対して「新庁舎に魂を入れる」という表現をして、市民サービスを提

供していく取り組みが必要ではないかということも言われていますので、そういったこと

も含めて職員一丸となって取り組んでいこうとしたものでございます。 

 本文の上から５行目の段落が変わって「また」から始まる所をご覧いただきたいと思い

ます。この市民サービス向上委員会の内部組織といたしまして、「市民サービスの７Ｓ理念

の具現化」と「新庁舎の市民窓口サービス」に関するものといった、２つのワーキンググ

ループを設けて活動しています。 

 ワーキンググループの活動については、のちほど説明をさせていただきたいと思います。 

 ６ページの中断から下の所に、これまでの経過について開催場所、議題等が書いてござ

います。 

 たとえば、６ページ一番下、第３回目の７月２３日の会議の所をご覧いただきますと、
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「市民サービス向上方針の策定」ということが書いてございます。やはり職員が一丸とな

って市民サービスの向上に取り組んでいくためには、基本となる方針が必要であろうとい

うことでございまして、向上方針の策定について協議を行っています。 

 その結果、今日の資料の一番最後につけてありますが、「市民サービス向上方針」という

ものをこの８月１日付けで、市長名で策定をしています。このサービス向上基本方針は前

文がありまして、中段以降に「行動の３本柱」と書いてございます。ここのそれぞれ太字

で書いてある所をご覧いただきたいと思います。 

 職員が市民サービスを提供する上での行動の３本柱として、一つには、「市民から信頼さ

れる市役所」を目指す。２つ目には、「市民満足度の向上に努める」。３つ目には、「元気で

住み続けられ、世代のリレーができるまちをつくります」と、こういった３つの柱を掲げ

まして、全職員が力を結集していくということを宣言した内容になっております。 

 資料７ページにお戻りいただきたいと思います。今の市民サービス向上委員会、一番上

に第４回、第５回と書いてあります。この第４回、第５回では、職員から募集しました「市

民サービス向上のための特別提案」、これは全部で１８件提案があったわけですが、その審

査をやっておりまして、まだ実際にすぐ取り組めるもの、取り組めないもの、いろいろあ

りますので、実際にはこれからということになりますが、今の段階では市民サービス向上

委員会、全体の会議ではここまで進んでいるという状況です。 

 次に、その下に書いてあります「新庁舎市民窓口サービス」のワーキンググループ。先

ほど少し申し上げました、向上委員会の内部組織の一つでございます。これの活動状況に

ついて説明をさせていただきたいと思います。 

 メンバーは６名です。これまでに６回の会議を行いまして、新庁舎を想定した窓口サー

ビスの在り方を検討しております。この検討の一環といたしまして、７～８ページの上に

かけて書いてあります。新庁舎の建設に、市民目線の設計とかサービスを反映させようと

いうことで、「窓口手続きの体験」というものをこのワーキンググループで実施しておりま

す。 

 これはメンバーが２班に分かれまして、想定としましては高齢者の方や妊婦さんになっ

ていただいて、転入届など、実際に市役所での窓口手続きをやってもらって、窓口で応対

する職員のあいさつ、話し方、あるいは全く普通の健常者の方では気づかないような施設、

設備面での不便さなどをチェックして、新庁舎における施設サービスに活かそうとするも

のでございます。 

 この窓口手続きの体験につきましては市長自らも参加をして、実際に車椅子に乗って市

役所内の複数の窓口の体験を行っているところであります。 

 その新庁舎市民窓口サービスの関係で、８ページの中断以降、第３回目と書いてあると

ころ以降は、株式会社岡村製作所という会社に加わっていただいて、この会社はいわゆる

窓口関係の、いろいろな動線計画とかそういったことで、専門的な立場から支援をしてい

ただくことで参加をしていただいているんですが、ワーキングメンバーと岡村製作所さん

が一緒になって窓口サービスの検討を続けているということでございます。 

 ９ページ。今度は、市民サービス向上委員会のもう一つの内部組織であります、「７Ｓ理

念具現化ワーキンググループ」の説明をしたいと思います。メンバーは７名で、これまで

に３回の会議を行っております。 

 まず、「７Ｓ理念」とは、本日の資料でＡ３サイズの資料があると思います。一番左側に、

「市民サービス７Ｓ理念」と太字でありますので、そこをご覧いただきたいと思います。 

 ①スタイル 公務員らしい服装と身だしなみ。 

 ②スマイル 笑顔のおもてなしを。 

 ③シンプル わかりやすく丁寧に。 

 ④スピード 迅速な対応 

 ⑤セキュリティ・セーフティ 安全・安心 

 ⑥スキルアップ 知識や技量の向上 

 ⑦シンシアリィ 誠実な職務の遂行 
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 ということで、この７つの理念に基づいて市民サービスの提供を目指していこうという

ことで、検討しているものでございます。 

 この７つの理念は、理念でいいですけれども、これを実際に職員の行動にどうやって結

びつけて具体化をしていくかということが非常に重要になりますので、それを、このワー

キンググループが検討をしていくというものでございます。 

 以上、簡単にサービス向上委員会の取り組みをご紹介させていただきましたが、実際に

は、今年度から始めたばかりでありまして、まだ検討する項目がたくさんございますので、

まだ結論を出すのはこれからという段階で、皆さんの前で成果をお知らせする段階ではあ

りませんが、職員がそれぞれバラバラの考え方で市民サービスを提供してもよくありませ

んので、新庁舎の建設に向けて職員一丸となって取り組んでいこうという強い決意を持っ

て取り組んでいる所でございますので、ご紹介をさせていただきました。 

 以上でございます。 

○事務局 それでは、これまでの市民部会と同じようなスタイルになりますが、皆さんから、

ご質問、ご意見などをいただいてホワイトボードにまとめたいと思います。 

 これまで、３つのテーマをやってきましたが、今回はこれまでの２５年度の事業につい

て皆さん方から評価いただくというのとは、少しテーマは違っておりますけれども、平成

２５年度の市の事業の一つ、市全般の窓口業務というのがございます。住民票をとったり、

市民保険課の窓口業務以外も、それぞれの部署が窓口を持っておりますので、そうした窓

口業務について、常日ごろ委員の皆さんが考えている感想、考え方、その他ご家族の方、

お友達、お知り合いの方からこんなことを聞いたよということでも結構でございますので、

ご意見をいただけたらと思っております。 

 今回、「窓口サービスの応対」というテーマを選定させていただきましたけれども、第１

回から第３回目までは、「地域防災組織の充実」、「産業の振興」、「にぎわいの創出と交流人

口対策」ということでした。これは６月に行った市民満足度調査で、前回、平成２２年度

に行った満足度調査から満足率が下がったとか、ずっと低いままだったというテーマを選

びました。 

 今回、窓口サービスの応対は満足率としては割りと高い。７割。そうした高い満足率の

裏側に隠れた、満足している方は多いけれども、そうではない方も実際にはみえるので、

より窓口サービスを向上していくためには、もう少し何か見えないものがあるのではとい

うことで、このテーマを選定させていただきました。 

 今年から市民サービス向上委員会の取り組みを始めていましたので、こんなことを市役

所が今、やっているということを説明させていただきました。皆さん方から普段、感じて

いらっしゃることなどご意見をいただけたらということです。 

 先ほどの資料、Ａ３の大きな紙を皆さん方から意見をいただくために用意させてもらい

ました。 

 この７Ｓという７つの項目で、日頃、何か感じたりしたものがあれば、これに沿って意

見を言っていただければまとまるかなということで、事前にお配りをさせていただきまし

た。感想でも結構ですので、ご意見をいただければと思います。 

○委員 最初に質問です。テーマとしては窓口サービスという言葉があります。市民サービ

ス向上委員会となっていて、窓口とはどの範囲までを想定しているのか。「市民サービス」、

「窓口サービス」の違いは、どの辺りを意識しているのかが見えない。 

 たとえば、能登瀬、門谷は奥三河国定公園ですから、自然公園法にまつわるいろいろな

手続きが市役所を通してあって、県の許認可を市が代行しているところがある。 

事業者として市役所にかかわる部分も「窓口サービス」というのか。「市民サービス」と

いった時に、窓口以外の全体の奉仕者としての公共サービス、責任主体ということまでと

らえて議論していいかお聞きしたい。 

○事務局 今回は窓口サービスということで、市民サービス向上委員会では市民サービスの

中に窓口サービスがあるという考え方です。市民サービスというと窓口サービスだけでは

ない、いろいろなサービスがあり、その中の窓口です。 
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○委員 その「窓口」とはいったい何か。市役所に行くと、事務所側と訪問客側との間がカ

ウンター越しに応対するのを「窓口サービス」と言っているのですか。 

○事務局 窓口です。電話もそうです。 

○委員 観光課などに行くとカウンターはないけれども、直接、職員の隣に座って応対して

もらうこともある、それは窓口とは言わないのですか。窓口とは、カウンターがある業務

だけを言っているのですか。 

○事務局 カウンターがあるか、ないかではなく、市民の方と市の職員との接点がある部分

です。誰かが相談ごと、困りごと、苦情とか、職員と一般住民の方との接点がある部分。

物理的にカウンターがあったり、なかったりする場合もあるが、そうした対応場面を窓口

と想定しています。 

 市民満足度調査も「窓口サービス」と言いますが、市民満足度調査の場合はイメージが

沸きやすいように「住民票の発行」とか、アンケート調査票には載せていたが、窓口サー

ビスというと何もカウンターがある所だけではない、やりとりがある場面というころで窓

口という表現を使っています。 

○副委員長 私も実は「窓口サービス」とはどこまでか。受付だけのことか、各課に何か問

題があって行った時の対応か、個別の深い部分の相談、難しい問題があった時も含めるの

かと、いろいろ思っていました。 

○事務局 そうです。そこまでも含めた窓口というイメージです。 

○副委員長 そうすると、市民サービスとほぼ重なるぐらい。今は一部だとおっしゃった。 

○事務局 市民サービスは、ほかにももう少しあります。 

○副委員長 市民サービスの中に窓口が包含されている、一部だという感じでした。どこま

でが窓口なのか、境界が分からない。 

○委員 「市民」という対象の中には「個人としての住民」か、たとえば事業所の経営者も

市民として含めるのか、そちらに関して言って良いのかどうか、交通整理の意味です。 

○事務局 業務の内容ではなく、単純な窓口、申請書を出すといった窓口です。 

○委員 「市民」という言葉は、住民という個人をイメージしているのか、向上委員会は議

論されているのですか。企業との応対も含めて議論しているのですか。 

○向上委員会 市役所の業務と接点がある方は個人であろうが、事業者さんであろうが同じ

と思います。 

○委員 わかりました。その辺まで含めて意見を言ってよろしいですか。 

○事務局 そういうことになりますね。住民、事業者としての意見も結構です。 

○委員 ここに来て座って事例を説明いただく方の範囲内で議論すればいいのか、説明され

る方はあくまで今日のテーマの一部の例で、それを含めてもっと広い範囲で議論をしてい

いのかがいつもわからないので迷う。 

○事務局 テーマとしては「窓口サービスでの応対」ですので、その部分についてご意見を

お願いします。 

○委員 広い概念だよと言われると、ますます迷う。 

○副委員長 まず、狭い所からいきますか。 

○事務局 ７Ｓで場面を想定しやすいかなと思って作ってみました。公務員らしい服装、身

だしなみ、わかりやすく丁寧に対応しているかとか、そういった項目がありますので、そ

の辺について普段のご感想とか、ご意見とか体験談でも結構です。 

 右側に満足度調査で自由記述欄があったので、書いていただいたものを抜粋したものも

つけてございます。対応がよかったと言う意見もあれば、悪いと言う意見もございました。

そのあたりについて皆さん、ご意見、感想で結構ですので、どうですか。 

○副委員長 私は市の職員に求めるのは７番の「シンシアリィ」です。「倫理観の保持と服務

規程を遵守」、「奉仕者という自覚と責任」と書いてあることが重要だと思います。 

 体験談で、２０年ぐらい前に相談に行った時に非常に詳しい方がいて、一言の質問に対

していくつも回答をくれて助けられた。このありがたい気持ちをなんとか表現して上の人

にわかってもらうことはできないかと思うぐらい、その人には感謝した。その人の一番良
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かったことは、非常に知識が深い、スペシャリストであったことだと思います。それが一

番です。市民は法律などを知らないし、ほかの方法があることなどを個別の人に対して知

識を提供してくださることは本当に重要なことだと思います。 

 この中で「悪い印象」と書いてある６番の所、私も鳳来地区ですが「相談内容によって

本庁に確認しないと処理の仕方がわからない。待ち時間が長い」とある。私も合併後、よ

く感じます。ただその時は、私は聞いてくれてありがたいと思っている。自分が知らない

のに右往左往して濁してしまうのは一番困る。その人が処理できないことやわからないこ

とは、誰にでも確認をしてちゃんと説明してもらえることも大事だと思います。そういう

時に、不満顔をした市民の顔色に怯えずに、本当に必要な処理をできる人になってほしい。 

 関連で、参考資料の３ページ。「心に残る市職員の対応」という表があります。下の方、

その他で「専門的知識を持ち、住民からの問い合わせや相談に適確に答えられる」はとて

も重要なことだと思っています。これが良い印象が４件で悪い印象が１７件です。これは

挨拶ができるとか、にこやかにしているというのとは次元が違う、職員の方の本質だと思

います。 

 だから、ここに重きを置いて、本当に専門職として住民の不安や心配事、困り事に適確

に対応できる行政の知識を提供してくれることを第一に求めていただきたい。 

○事務局 ありがとうございます。今、□□委員が言われた３ページは、回答数を載せてい

ます。その他の「専門知識を持ち、住民からの問い合わせや相談に適確に答えられる」と

いうことに対して、自由記述として悪い印象があるというのが１７件です。 

 この自由記述自体は回答１，９００人のうち３００人から自由記述をいただき、そのう

ちの１７件が悪い印象があるという形です。少なからずそういう方がみえる。全体的には、

１ページ目ですが、満足率とすると「専門的な知識や資格を持ち、住民からの質問に適切

に答えられる」は５６％が満足になっており、半分以上の人が満足だからいいのではない

かということではなく、意見をお持ちの方がおみえになるということで、より良いサービ

スの提供が必要と思いました。 

 そのほかどうですか。今の関連でも、別のものでもいいです。 

○委員 質問したいのが人事異動。私は窓口サービスと市民サービスというのは、企業への

対応は市民サービスの方に入っていて、窓口サービスというのは、ワーキングでされてい

ることを見ても、妊婦さんと高齢者の疑似体験をされているので、市役所に行って「戸籍

謄本がほしい」とか、「医療費を返還してほしい」とか、一般的な個人で行った時のことと

理解していました。 

 窓口サービスで言うと、人事の異動はどのぐらいあるのか。ほかの課でみかけた方を、

よく違う所でみかける。異動した後すぐだと、聞かれても上手に答えられないこともある

ので、その頻度､回数や時期は適正な時期にあるのですか。異動した後の研修はあるのです

か。 

○向上委員会 人事異動は原則、概ね３～５年で部署を変わるというのが平均的です。ただ、

合併後は職員の退職もたくさんあり、その補充で新規採用職員もたくさん入って、職員の

配置の関係で、今までの周期より短くなっているのが現実です。 

 経験のある職員が、それぞれの課に十分いない所もあって、市民の方に迷惑をかけてい

る面もあるのではないかと感じています。長い人は長い、一概には言えないのですが、人

事異動でも知識レベルがいったん下がって市民の方にご迷惑をおかけすることもあるが、

一方で、市役所はいろんな仕事をやっているので、職員が仕事を経験する中で知識を蓄積

できるという面もあります。そういったプラスの面もありますので理解をしていただけれ

ばと思います。 

○委員 入庁の時に、新人職員研修はありますか。 

○向上委員会 採用時から採用後何年目と階層別にやっています。各部署に配属されますと、

専門的な制度の研修もあります。人事課の方で主催をして取り組んでいる研修もあれば、

それぞれの部署で専門的な制度の知識を得るための研修もやっています。 

○委員 最初は全員で共通した人事部の方が開催しているのですか。 
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○向上委員会 そうです。基本的な文書のルール、財政の話、会計事務等です。 

○委員 一般的な窓口で、普通の企業で習うようなことは、一番最初に習っているはずとい

うことですね、窓口サービスに関しては。専門的な知識は別として。 

○向上委員会 ３月の終わりに、採用前の説明会をしているが、その中で接遇の関係は一応

やっています。 

○事務局 何か接遇について気づいた、感じたようなことはありましたか。 

○委員 平均的にポイントが上がっているのは、社会的にもＣＳが重視されている時期なの

で、どこでも窓口や応対に関しては上がってきていると思います。新城市が上がっている

のも当然で、どこでも上がっているのではないでしょうか。 

 平均が上がっていても、なぜか悪い印象の件数が多いのは、当たりはずれがある。悪い

印象の所に書いてあったが、「また、あの人かと思いながら行く」みたいに書いてある。た

ぶん数名かわからないが、平均は上がっていても、どうしても基本ができていない人が何

人か居るおかげで、悪い印象が１回その人が対応しただけで残っていると思います。全体

的にはよくなっていると思います。 

○事務局 自由記述では載せきれなかったが、悪い印象で書いたご意見の中でも「一人の人

がたまたま対応が悪いと、市の職員全員悪いように思ってしまうが、そうではないという

のはわかっているけど…」という記述もありました。 

○委員 私が新城市の窓口で戸籍謄本をとる時に経験したのは、「これですよね」、「これでい

いですね」と私に見せて、ほかの職員に「それは閲覧ではないから見せては駄目です」と

横で怒られている年配の方がみえた。新たに入った方々はいいが、前からいらっしゃる方

の研修はどうなっているのかと思って質問しました。 

○事務局 ありがとうございます。そのほか、どうでしょうか。 

○委員 僕も専門外の幅広い知識を持つことは大切と思います。人事異動で、よく覚えてき

たと思っていた人が別の所に行く。それによって、いろんな成長しているでしょうけれど、

たいてい窓口で応対してくれるのは若い人で知識を持っている人はカウンターの一番奥に

います。 

 専門外の知識は、僕は花屋ですが、花屋に魚のことを聞かれてもわからないようなこと

だが、そういうことを求める市民もどうか。たとえば、若い方が自分で対処できなければ、

わかる年配の方を呼んできて対応してくれれば市民は満足されると思います。 

○事務局 ありがとうございます。職員個々では対応しきれなくても、全体でというご意見

ですね。「専門以外の幅広い知識を持ち、豊かな発想力で物事を判断できているか」という

アンケート項目が一番低いですが、それでも、アンケートの結果は４年前よりも少し上が

っています。 

○副委員長 それは「できれば」ぐらいのことですね。まずは専門知識をスキルアップして

からですね。 

○事務局 そうですね。やはり専門知識、資格とか、住民からの相談に的確に答えることが

重要ということだと思います。 

○委員 窓口の範囲は多少広めに見て申し上げれば、あえてぶっきら棒な対応すべき時もあ

る。たとえば水道料金滞納している人にあまり親切にする必要はない。 

 私の印象として、市役所の担当や専門の方が、制度や施策としてやりたい方向について

の相談や質問には、すごくいい対応で前に引っ張ってくれる。逆に、国定公園の問題など、

守らないといけない制度の番人の立場の人が、我々が困って相談に行く時に、たとえば「看

板はそんな簡単に出しては困る」とか、「こんなに大変な手続きが必要だから諦めた方が良

い」という印象を持たせるような対応をされる。 

 要するに前向きな対応をするものと、後ろ向きの対応が、施策の方向と市民の向いてい

る方向と合うか合わないかで、すごく分かれるような印象。制度の番人という立場の人は、

あえてぶっきら棒に、悪い印象の記述に書かれるぐらい、あえて心を鬼にして対応してい

る人もあるだろう。 

○事務局 法律や制度上、譲れない点はどうしてもあると思います。 
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○委員 あえて言うと、国定公園法とか、要するに市にとっては決定の権限がなくて県の委

任の形のものもある。そういう時に「困っている市民の側に立って県とうまく交渉してく

れる」という態度で対応してくれるのか、「県がこう言っているから、あなた諦めなさい」

という態度で対応してくれるのかが、市民からみると評価が分かれる。その人の立ち位置

はどちらだと思うことが多い。 

 法律を破って、なんとかしてくださいと言っているわけではなく、「困っているからどう

したらいいの」という相談に行っているから「県がこう言っている以上、あなたは諦めな

さい」という対応は、冷たい。 

○事務局 どうですか、そんな経験ありますか。 

○副委員長 ある。うちも国定公園内に土地があります。その時に、「こういう方法のこっち

を駆使したらいいかもしれない」と可能性のある方法を教えてくれる知識のある人がまれ

にいます。 

 でも、その時の対応は「こういう制度になっています」という所までが、職員の義務だ

と思います。では、自分は困っているのだから何か打開策がないだろうかと相談に乗って

くれる。これはものすごい当たりの職員だと思います。だけど、そこまでを全ての職員に

求められるかどうか。ただ、明らかにこういう方法があるのに言わない人も中にはいる、

そこは困ります。 

 立ち位置というのは市民が困っている時に、市役所しか相談する所がない場合に「何と

か困っているのを解決する方向はないですか」という時に、うまく対応していただけると

うれしい。でも、強制的に求められることではないと思います。 

○事務局 そうですね。僕は係長職になって、今年、人事課でコミュニエーション研修を受

けました。今、□□委員のお話を聞きながら、当然、法制度上、できないと決まっている

けれど、実際に困っている方にどう接するのかというコミュニケーション能力だと研修を

受けました。 

 できないけれど、それをできるようにはできないから、決まり事としてできないけど「で

は、困っている部分をどう解消するか」、方法はないにしても、やりとり、接し方の問題も

あるかと思いました。コミュニケーション能力も職員の個々の力になるかもしれないが、

そういう部分があるような気がします。 

○副委員長 たとえば、いろんなことで、国定公園はわからないが、打開する方法を知って

いそうな人が職員にいたら、「そちらにちょっと聞いてみたら」と言ってくれる人はベター

だと思います。自分は知らなくても、打開策が別の角度からあるかもしれないという時に、

そういう人を教えてあげる。コミュニケーションとして「まあまあ」というよりはそちら

の方が良い。 

○事務局 柔軟に対応できるという部分も含めて「こんな方法があるよ」とか、「この人は知

っているんじゃないか」というアドバイスなりがコミュニケーションとして必要という意

味でした。 

○副委員長 うちは国定公園内に何箇所かありますが、相談に行った時に、「国定公園に含ま

れている」ということさえ「えっ、そうですか」と言われて、「そうだから図面を持ってき

て見て」と言わなければ知らなかった人がいました。だから、レベル差は大きい。 

○委員 関連して、もう一つだけ。時間がないから対応がぶっきら棒になることもあると思

います。特に、観光課は観光振興の立場なのに国定公園法を持っていて、「看板を出しては

いけない」とか抑える方向もやらなければいけない。イベントもいっぱいあって「もみじ

祭りの準備とか、後片付けと忙しいのに面倒くさい相談を」という雰囲気があるのは仕方

がないと思います。 

 要は、いわゆる窓口サービス、市民課、健康課はその業務だけやっていれば、市民の応

対を窓口とすることが本職として時間を使い、給料をもらっている。 

 しかし、観光課の人は観光振興や国定公園の番人をやらなければいけないのにイベント

も駆りだされている。業務の分担が多い部署は、市民サービスが悪くなると思います。 

○事務局 そうですね。業務が重なるタイミングもあります。 
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○委員 特に、観光課は業務が集中しすぎていると感じます。観光振興のために相談に行っ

ているのに、国定公園だから看板なんか出せないみたいな態度で対応される。 

○委員 私は作手村の職員でしたので、当時の話をします。産業課で産業の振興と、観光の

方で規制する方と一つの課でやっていました。職員はやっぱり困っていました。振興する

方と規制をする方で、同じ職員が担当になった。そこは分けていかないと職員もやりにく

いし、法律の筋もねじ曲げられます。そういう所では、組織の中で検討する事項ではない

でしょうか。 

○事務局 ありがとうございます。今、皆さんからいただいた意見をホワイトボードに書き

上げました。これ以外でも結構ですし、追加の意見、感想でも、どうでしょうか。 

○委員 窓口の空いている時間帯は、アンケートでもっと開けてほしいという意見がありま

すか。 

○向上委員会 市民保険課の戸籍とか住民票の発行につきましては、本来は１７時１５分で

すが、夜は１８時までお出しできるようになっています。 

 土曜日は９時から１２時、毎週開けています。時折システムの改修でお休みがあります

が。土曜日をやる前は平日１９時までやっていたので、１８時１５分ぐらいに来られる場

合がありますが、システムを切った後でお出しできないことが、私が４月の異動後でも２

～３件ありました。 

 窓口の時間延長をもう少し望まれるかもしれないが、逆に、そこからの時間はおそらく

１人、２人なので、そのために職員１人、２人を貼り付けるのは難しいので短くさせてい

ただいた。土曜日の利用は、かなりの人が利用されます。半日ですが１０人切ることはほ

とんどないです。そちらを周知させていただくことで利用が増えると思います。日曜日に

来られることもあるので、要望があるかもしれないが、アンケートで調べたことはないで

す。 

○委員 アンケートでも、そういう内容は聞いていない。 

○向上委員会 とっていないです。 

○委員 私、東京に５～６年前に住んでいて、こちらに転入したので、向こうに手続きして

からこちらに来た時、比較できた。向こうは２４時間夜間受付が開いているのがほとんど

です。みんな働いているので、仕事が６時に終わるのに６時に窓口に行けない人が多く、

夜はほとんどの市役所、区役所は開いていました。 

 こちらは早くは閉まるが、それほどニーズはないのか。新城市はそこまでニーズがなけ

ればその時間帯については開かなくても良いと思いました。 

 もう一つ窓口で、先進事例視察検討をされているが、他市へは何の見学ですか。 

○向上委員会 新庁舎建設のワーキンググループが、窓口の視察のために幸田町へ行きまし

た。下部組織なので私たちは行っていないが、１週間ぐらい前です。申請書とか窓口の差

異について、かなり意見を聞いたので有意義なものだったと思います。７Ｓ理念の方も、

先進地の安城市へ行く予定です。 

○委員 高齢者役と妊婦役さんにそれぞれ分かれて体験してみたとのことだが、なぜ、妊婦

さんなのか。岡村製作所さんは、窓口動線を調査するためにとのことでしたが、妊婦さん

は物理的に移動がどうなのかということを見るためですか。 

○向上委員会 おなかが大きいベストみたいなものを着て重たくなります。妊婦さんで、ふ

たご用のベビーカーも持ってきて、今の市役所では確実に動きにくいと思います。動線的

に、どこにデメリットがあるのかを探せたと思います。 

 それぞれに住民が移動するということで、転入、転出、相談と想定したもので、その妊

婦さんに限っては私が対応したが、世帯の中に高齢者もいれば子どももいる。学校に行っ

ている子に案内する時には「では、何課と何課に用事がありますね」というご案内をさせ

ていただき、そのように動く。本当に、行かなければいけない所へ行くという想定で回っ

たので、かなりいろいろな所に行かれたと思います。 

○委員 妊婦役は何か意味があるのかと思ったが、動線とか動きやすさという意味というの

はわかりました。窓口サービスとモニターアンケートとは全然別物と思ったので、妊婦役
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は物理的な動きに問題ないかを見るということだったんですね。 

○向上委員会 さらに新城市の場合、母子手帳は健康課のため保健センターが離れているの

で、説明だけはしたが不都合が出てくるということでした。 

○向上委員会 最初に申し上げなければいけなかったのですが、今回添付した窓口サービス

の資料は、いろいろなことをやっていく中の一つということです。 

 まずは、今回は新庁舎建設の時に「せっかくハード設備をするのだから、物理的なこと

でまず解決できるものは今、やっておかないとできない」という検討が中心になっている

資料です。ここについている資料は、ハード面の問題を解決するという資料を作っている

ものなので、ご理解ください。 

○委員 別の視点で、税務課の職員はすごく対応がいいと思う。これは象徴的に言っている

つもり。やはり税金をもらわない以上、自分たちの仕事はできないという意味で、皆さん、

経験されたらいいのではないかという意味で申し上げます。 

 本当に税務課の職員はいいです。電話でもいろいろ教えてくれ、「いや、そんなにあなた

納めなくて済むんですよ」という言い方もしてくれるし、知識も非常にある。わからなか

ったら、奥から上の人が出てきてくれる。先ほどまでの議論になった点は、税務課の職員

はうまくやっていると思います。 

 その裏腹として、市民が納めている税金で半分ぐらいは自分たちが給料をもらっている

という意識でやってもらえば、税務課の職員のように対応できるのではないかという気が

しました。 

○事務局 専門的知識が高く聞いたことも答えてくれる。 

○委員 全体の奉仕者の自覚というのはそういう部分に象徴されるのではないかと思います。

市民に雇われているという意識ですね。 

○事務局 そんな感覚を税務課の対応の中で受け取れるという感じですね。 

○委員 外面の良い営業マンともいう感じかもしれませんが。 

○委員 窓口と企業のことは別に考えて、窓口というのは最低限全員ができることであって、

ハードの整備とともにやっていただければ良いと思います。 

 深い知識を持った方を全員に求めなくてもいいと私も思う。公務員と企業のサラリーマ

ンは給料の出方が違う。公務員だから、「税金から給料をもらっているのに最低限のことし

かやらないし、いくら知識があってもなくても、お給料が変わらないのではないか」と思

うのでは。このため、素晴らしい方がいた時、そういう方に賞を与えるような制度はあり

ますか。 

○向上委員会 今、一応、職員の表彰制度というのはありますが、日本人特有とは思うが、

あまり目立って表彰されると「あんなことで表彰されているが、私はもっとやっている」

とか、かえって職場で不協和音が出てしまう。推薦したい人はたぶんいると思いますが、

その表彰制度はあまりうまくいっていない。ただ、今、仕事で一生懸命頑張った人にはボ

ーナスで若干、上乗せをしています。 

○委員 賞というのは、上から選ばれるということですか。 

○向上委員会 そうです。推薦があって、この人はこういう素晴らしいことをやっているか

らと。 

○委員 ケーススタディで、「こういう相談が来ました。さあ、どうしますか？」というコン

テストを開いて、意欲が高い方たちが応募して、その中で競い合うというのはないですか。 

○向上委員会 そういうことはやってないです。 

○委員 仕事がおもしろいと思う人は高め合える制度があると、同じ公務員でもやりがいが

出る。やりがいがないと感じると、「どうせ給料は同じ」ということだと意欲が下がってい

く。 

 すごい知識の方や、自分が好きで勉強するという方がみえるかもしれないけど、もっと

そういう人を増やしていくためには、何か勉強会のような風土があるとモチベーションが

上がるのではないでしょうか。 

○向上委員会 その辺は人間ですので、何か飴みたいなものがあると頑張れる場合があるの



13 

で、考えていくことができるかと思います。 

○事務局 まだ時間がございますので、ほかにご意見、ご感想ございましたらどうですか。 

○副委員長 「公務員の方は公金がお給料だから」とよく言われ、きっと「いつもそれ言わ

れる」と思うのではないか。私は労働していたらそれに見合う対価としての給料をいただ

くのは当たり前と思うので、公金であろうと企業利益であろうと一緒だと思っています。 

 「公務員は公で働いているのだから、へりくだらなければいけない」というような態度

をすることはないのではないでしょうか。それは、自分がきちんとし、知識を持っている

プライドと、それを正しく使える自負心を持っていれば、へりくだる必要はないし、窓口

でも腫れ物に触るような接客態度をとらなくても、対等な態度をとっていただければいい

と思います。最近は、「どうでしょうか？」みたいな接客の感じがとてもあるので、プライ

ドを持ってやってくださった方がいい。それに見合うだけの技能を持ってくださった方が

いいと思います。もらっている分だけの仕事をきちんとやってほしいと思うぐらいです。 

 それと、「心に残る市職員の対応」の悪い印象で、「特定な分野や人々に偏らない考え方」

が、悪いうちで３件になっています。表の一番上です。筆記ですから、内容は書いてある

と思いますが、きっと特定の人々に偏った態度をとられたということだと思います。今、

クレーマーが増えていますが、そういう人や、ねじ込んでくるような人がいるのではない

か。 

 そういう時に、サービス業だからとへりくだるあまり、強く言ってくる人の言いなりに

なってしまわないかと心配です。「住民サービスしなくちゃ」、「市民によく思ってもらわな

ければ」と思うからといって、理不尽なことを言ってくる人や、自分の利益だけで便宜を

図れという態度に対しては、毅然とした態度をとっていただきたい。 

 実は以前私が関わった職員の方は、法を犯すことをやっていました。私はよほど、この

職員の方を退職にまで持っていこうかと思ったことがありました。ただ、地域も地域です

し、そこまで荒立てたくもないと思ったのでやめましたが、法まで犯すほどまで引きずら

れる仕方というのはとても危険でなくしていかなければいけない。そうした隠れている部

分があると思います。特定の強い人に左右されないような倫理観を持っていただきたい。 

 クレーマーは最近、どんどん増えていますが、どういう対処をしておられるのか。これ

がこの表の中にない。いくら市民に奉仕するといっても、時には頭にくることもあるでし

ょう。どうしてますか。 

○向上委員会 最前線に若い子がいますので、若い子からだんだんに後ろの人間が出て、人

を変えながら、お詫びもしながらですが。でも、できないですということはお伝えさせて

いただく形になります。 

 人が変わっていく中で、相手方の気持ちが「偉い人が来たから仕方がないかな」と思う

場合もある。臨機応変にはなるが、いろいろ手を変え品を変え、クレーマーに対応させて

いただいています。 

 そんなに多くはないです。そもそも住民票とか戸籍ですとかですので「なぜ、出せない

んだ」等ありますが、やはりそこは法律で守られている所なので、そういった対応しかな

いと思っています。 

 最近では、本人が親御さんの戸籍を取りに来たが、それをお出しするための関係のわか

る資料がなく、結局待たせてしまい、受け取れずに帰った方から苦情のメールが来たとい

うものです。私たちも法律を守って、本人さんが確実にその人の直系の子孫だと確認でき

なければお出しできなかったものですから、それがためにご迷惑をかけたというお詫びを

させていただきました。その辺が一番、今クレームが多い、文句が多い。「なんで自分が、

親の戸籍を取るのにそこまでしなければいけない」という苦情です。 

○事務局 いろんな方がみえますので、よく感じるのは、自分が正しいという前提で来られ

るので、決まり事をなかなか受け入れてくれないことが結構あります。説明するけどなか

なか聞き入れてくれない。その時は、後にいる上司が助けてくれる。最初は若い人が対応

して、後から上司が来るというテクニックです。 

○向上委員会 最近の苦情で思うのは、メールが多いです。その場では言わない方の方が後
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からメールとかで、いろんなご意見を言ってくださることが多いです。代表メールあてに。

問い合わせは、もちろんメールで、他の県の方からもあります。 

○副委員長 でも、どうするんですか、その後は。 

○向上委員会 メールに対してお返事をさせていただきます。 

○委員 ７Ｓの所で、①から④はコミュニケーションの所で、社会人ならみんな誰でもとい

う所がありますが、⑤から⑦の後半部分は、公務員としてスペシャリストとして、絶対守

らなければいけない部分と思います。プライバシーとか本人情報で、携帯電話の持込みに

ついてはどうですか。 

○向上委員会 それは個人の携帯電話ですか。 

○委員 だいたい、企業で私も金融に勤めていましたが、個人情報を扱う企業では携帯の持

ち込みが禁止です。いないと思いますが、たまに悪質な所に個人情報を流す社員がいるの

で、携帯電話は今は写真も撮れるし、ＵＳＢにつなければデータも全部抜けてしまうので、

安全策として、そういうことをしている所が多いです。 

 私が出会った、その戸籍。見せてはいけないものを「確認だから」と言って見せてしま

うのは、たぶんそういう知識がないから、今は個人情報についてすごく厳しくなっている

ということをわかっていなくてやっていたと思います。 

 携帯電話がすごいことに使われることがあるというのが、特に新城市役所は個人情報が

すごく私は心配なところ。田舎だから狙われないからいいのか、今後、突然大きな事件が

ないといいと思います。 

○向上委員会 最近、ＳＮＳでいろんな書き込みを、いわゆる職務上で知り得た秘密ではな

いですが、「今日、こんなことがあったよ」みたいな軽い感覚で出されても、本当に個人情

報の流出につながりかねないので、その辺も庁内には周知するようにしています。 

 最近は、選挙でもあって、ネット選挙が解禁されてから、身分をフェイスブックや何か

で明かした上で書き込みするという例を聞いているので、そういうことがないように職員

には徹底しています。 

 なかなか見えない部分なので、恐いと思っています。たぶんどこの自治体も、どこまで

厳格に制限できるかで悩まれていると思います。正直言って、心配はしています。 

○委員 個人情報、プライバシーの件で、私の経験では、机の上に物が出ているのも、市役

所にある物は全部個人情報なわけです。もし、誰かが忍び込んで全部出たら駄目ですとい

うふうに会社から言われていたので、鍵を閉めてどこに入れないといけないとか、そうい

うことについて月に１回ぐらい見回りがありました。 

 「個人に任せて、全部机の上に出していていい」というものではない。情報管理は徹底

された方がいいと思います。 

○事務局 ありがとうございます。いい視点だと思いました。 

 そろそろ時間ですが、今日は「窓口サービスの応対」というテーマで、皆さんからいた

だいた意見をまとめましたが、今日、いただいた皆さんからのご意見を答申書に反映をさ

せていきたいと思います。いろんな意見の中で、この点重要だというものが幾つかあった

ので、一度、事務局でピックアップさせていただきます。 

 たとえば、シンシアリィも当然ですし、専門的知識が必要ということとか、いろいろご

意見がございました。一度、事務局で答申書に掲載するようなものをまとめて、また、皆

さんにお諮りして、ご意見をいただく場をつくりたい。 

 ありがとうございました。それでは、今日のテーマについては、これで終了ということ

でよろしいですか。 

 

４ その他 

○事務局 それでは、最後になりますが、これで４つのテーマについて、皆さんからご意見

をただきましたので、これまでの３つのテーマとも合わせて、要望、改善提案などをまと

めたものを答申書に掲載したいと思います。 

 予定ですが、１２月中に、これまでの４つのテーマについて答申書案を事務局で作成さ



15 

せていただき、皆様には答申案を郵送させていただきますので、ご覧いただければと思い

ます。 

 それを踏まえて、次回の市民部会を開催させていただき、その時に郵送でお送りしまし

た答申書の案について、ご意見をいただき、次回で最終的に答申案にまとめたいと思いま

す。 

 次回の市民部会開催の予定は１月１３日（火）か１４日（水）の午後で予定をしたいと

事務局としては思っております。今日、委員長はご欠席ですが、１３日（火）がいいとお

っしゃっていました。皆さん方のご意見も聞きたいと思います。 

○副委員長 人数が少ないので、今日も一人欠けたら会が流れるところでした。なるべく、

皆さん来られやすい日で、１３日（火）いかがでしょう。 

○事務局 今までも火曜日でした。では、１３日火曜日、時間は午後１時半からで、場所は

勤労青少年ホームの予定です。改めて通知させていただきます。 

〇副委員長 ありがとうございました。辛くも会が流れずによかったと思います。 

 それでは、また来年になると思いますので、よろしくお願いします。まだ早いですが、

よいお年をお迎えください。本日は、どうもありがとうございました。 


